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臨
時
地
方
財
政
補
給
金
の
一
考
察

第
四
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巻
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O

臨
時
地
方
財
政
補
給
金
の
一
考
察

ぞ
の
本
質
と
二
府
腕
に
お
け
る
貫
蹟

回

宝包:1r..
!piι 

序，

地
方
財
政
の
経
費
の
膨
脹
と
、
そ
の
反
面
、
取
入
の
側
に
治

け3

る
補
助
金
能
系
の
掛
町
民
と
は
必
然
的
の
傾
向
で
あ
り
、
世
界

主
要
閣
の
賓
例
も
之
を
説
明
し
て
ゐ
る
が
、
補
助
金
樟
系
そ
の

も
の
も
時
と
共
に
そ
の
内
容
に
費
化
を
見
つ
h

あ
る
。
我
園
地

方
財
政
に
治
け
る
種
々
の
補
助
金
同
新
し
い
も
の
で
は
た
い

が
、
こ
れ
ら
と
本
質
的
に
異
る
地
方
財
政
調
整
交
付
金
制
度
が

内
務
省
の
一
部
よ
り
提
唱
さ
れ
て
よ
り
幾
年
か
、
昭
和
十
一
年

に
初
め
て
臨
時
町
村
財
政
補
給
金
が
生
れ
る
に
至
っ
た
。
之
は

昭
和
十
二
年
度
に
は
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
と
名
を
改
め
、
引

績
き
十
三
年
度
に
も
及
ん
で
ゐ
る
。
勿
論
、
首
初
は
臨
時
臆
念

の
措
置
と
し
て
賓
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
地
方
財
政
の
根
本

的
改
革
が
一
際
取
止
め
ら
れ
た
が
故
に
、
依
然
「
臨
急
措
置
?
一
な

I-Iaensel， P.， Local Finance (Artic1e of the Encyclopaedia of Social Scienceサ
Newcomer， NL" Central and .Local Finance in German可 an<iEngland， 1937， 
p. 183 et seq. 



が
ら
金
額
を
増
し
、
継
親
し
て
寅
施
さ
れ
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。

之
は
最
初
唱
へ
ら
れ
も
凡
る
地
方
財
政
調
整
交
付
金
と
同
一
で
は

な
い
が
、

そ
オ1
J、、

の

P者
三の
。-
E 段
g e) ~皆

冒と

共ー考
に

ら

般 tt
自}~

見オ
政
補

英
園
の

。22
P
H
何
百

E
Z同
2

助
金
の
一
典
型
と
な
す
に
足
る
も
の
で
あ
る
。

然
し
昭
和
十
二
年
度
山
崎
時
地
方
財
政
補
給
金
要
綱
に
も

b
る

通
り
、
そ
れ
が
「
遁
重
ナ
ル
地
方
税
負
携
、
就
中
農
山
漁
村
住

民
ノ
負
櫓
ノ
板
減
」
を
目
的
と
し
C
ゐ
る
と
と
は
、
此
の
補
助

金
の
性
質
吃
決
定
す
己
も
の
寸
あ
り
、
特
に
詑
'
話
す
る
必
要
が

る
る
。

乙
の
限
り
に
於
て
補
助
金
山
田
系
設
展
の
傾
向
か
ら
い
へ

ぽ
過
渡
的
段
摺
に
あ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
如
何
な
る
意
味
に
於
て
過
渡
的
段
階
怠
り
や
、
叉
現
買
に

は
こ
の
補
給
金
は
過
重
注
る
地
方
税
負
捲
を
如
何
た
る
程
度
に

艦
減
し
て
ゐ
る
か
、
以
下
簡
単
に
こ
れ
ら
二
結
を
論
じ
た
い
。

紙
幅
の
闘
係
上
、
道
府
牒
補
給
金
を
除
き
市
町
村
補
給
金
の
み

を
取
扱
ふ
と
と
ミ
す
る
。
而
し
て
主
と
し
て
昭
和
十
二
年
度
の

賞
蹟
に
つ
き
、
又
兵
庫
係
及
び
京
都
府
の
み
を
考
察
し
、
個
L
R

の
町
村
に
つ
い
て
は
、
夫
々
農
業
・
養
滋
業
・
林
業
及
び
漁
業

臨
時
地
方
財
政
補
給
金
白
一
考
察

を
主
と
せ
る
村
、
卸
ち
農
村
・
養
費
村
・
山
村
及
び
漁
村
と
し

て
中
位
に
あ
り
と
認
め
ら
れ
る
数
ケ
村
を
抽
出
し
て
之
に
つ
い

て
研
究
す
る
こ
と
L
ず
る
。

特
定
目
的
補
助
金
と
地
方
財
政
補
給
金

地
方
費
を
支
排
す
る
に
は
凡
そ
三
つ
の
方
法
が
あ
る
。
間
皐

に
い
へ
ば
、
濁
立
従
源
に
よ
る
も
の
、
国
税
K

源
に
依
存
す
る

も
の
、
補
功
金
に
よ
る
も
の
之
で
あ
る
。
之
を
歴
史
的
に
児
れ

ぽ
、
闘
と
地
方
と
が
止
八
日
べ
澗
立
の
枕
源
右
有
す
る
第
一
の
方
法

か
ら
、
園
税
に
謝
し
て
附
加
税
を
附
し
、
又
は
固
税
牧
入
を
一

定
割
合
で
圏
と
地
方
と
が
分
配
し
(
ヨ
5
5
3吉
岡

rrT)
、
或
は
同

一
視
源
に
雨
者
が
濁
立
に
課
位
す
る
第
二
の
方
法
に
進
ん
だ
。

第
二
の
方
法
は
主
要
従
源
が
困
家
に
保
留
さ
れ
、
地
方
圏
慢
が

之
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
更
に
財
政
需
要
が
増
大
す

る
に
及
ん
で
第
三
の
補
助
金
組
系
が
著
し
く
褒
展
せ
ざ
る
を
得

友
い
。
租
税
は
園
家
に
於
て
集
中
的
に
課
徴
し
、

そ
の
牧
入
を

補
助
金
と
し
て
地
方
国
憶
に
分
配
す
る
の
で
あ
る
c

何
が
か
h

る
設
展
の
原
因
で
る
る
か
に
つ
い
て
は
他
の
機
曾
に
述
ぺ
た
か

第
凶
十
七
品
世

五
九

第
四
競

四

Haensel， ibid.， Newcomer， ibidω， p. ，".-11. 

拙稿、地方財政に於ける補助金制度の~Ii毛(財政、昭和十三年七月続、 17頁以
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臨
時
地
方
財
政
補
給
金
の
一
考
祭

ら
、
落
に
は
補
助
金
制
度
そ
の
も
の
L
委
展
に
つ
い
て
少
し
〈

考
察
を
加
へ
ょ
う
。

補
助
金
は
そ
の
目
的
上
り
し
て
特
定
目
的
の
補
助
金
と
財
政

補
助
金
と
に
分
っ
と
と
を
得
る
。
前
者
は
委
任
事
務
に
劉
ず
る

闘
の
分
捨
金
、

又
は
特
定
事
務
に
針
す
る
閣
の
奨
働
金
と
し
て

胤
(
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
判
定
の
行
政
事
務
を
問
的

と
す
る
。
叡
育
費
制
助
金
・
土
木
費
制
助
金
の
如
き
之
で
あ
る
。

之
に
針
し
後
者
、
印
ち
一
般
地
方
財
政
に
針
す
る
補
助
金
が
新

し
〈
生
れ
た
。
即
ち
一
地
方
行
政
事
務
一
般
の
鎖
充
、
従
っ
て

そ
の
た
め
の
地
方
財
政
の
強
化
、
叉
は
二
地
方
税
負
捨
の
較
誠

及
び
公
卒
化
を
目
的
と
す
る
袖
助
金
で
あ
る
。
昭
和
十
二
年
庚

問
内
閣
に
ゐ
け
る
馬
揚
税
制
案
の
一
部
を
な
し
た
地
方
財
政
調

整
金
制
度
は
一
，
中
央
地
方
に
過
や
る
税
制
の
根
本
的
改
革
」
の
重

要
な
る
一
部
分
と
し
て
、
と
の
問
者
を
目
的
と
し
、
従
っ
て
戸

数
割
の
如
き
過
賞
た
地
方
税
・
各
種
制
限
外
課
税
等
の
慶
止
と

同
時
に
行
は
れ
る
筈
で
る
っ
た
し
、
叉
一
部
徴
牧
地
に
還
付
す

る
外
、
府
膝
市
町
村
の
窮
乏
の
程
度
と
人
口
と
を
標
準
と
し
て

配
分
さ
れ
る
筈
で
あ
っ
た
。
然
る
に
昭
和
十
二
年
度
の
臨
時
地

第
四
十
七
巻

五
九

第
四
就

四

方
財
政
補
給
金
要
綱
は
そ
の
目
的
と
し
て
「
過
重
ナ
ル
地
方
税

負
権
、
就
中
農
山
漁
村
住
民
ノ
負
捨
ノ
軽
減
ヲ
震
サ
シ
ム
ル
矯
」

と
記
し
、
又
同
補
給
金
規
則
(
昭
和
十
二
年
七
月
二
十
九
日
、
内
務

省
令
第
三
十
一
一
統
)
第
一
僚
に
も
同
様
の
趣
旨
が
明
記
さ
れ
て
あ

る
。
刊
紙
に
於
て
こ
の
補
給
金
は
第
一
に
特
定
行
政
事
務
の
経
費

に
針
戸
9

る
補
助
合
で
じ
な
く
唱

財
政
市
助
金
廿
あ
る
こ
と
、
第

二
に
直
接
に
は
地
方
財
政
の
強
化
を
目
的
と
し
た
い
と
と
を
知

る
こ
と
が
出
来
る
。
乙
の
黙
は
内
務
省
首
局
者
も
強
調
す
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
全
〈
こ
の
補
給
金
を
特
色
づ
け
る
も
の
で
る
る
。

勿
論
乙
の
特
色
は
梢
給
金
の
使
途
に
闘
す
る
規
定
に
も
営
然
現

れ
て
ゐ
る
。
帥
ち
使
途
は
原
則
と
し
て
減
税
に
限
り
、
例
外
と

し
て
歳
入
絞
陥
の
補
墳
を
認
め
た
が
、

と
の
柿
助
金
を
以
て
新

事
業
を
行
ふ
と
と
は
許
さ
れ
な
い
。
昭
和
十
三
年
度
の
補
給
金

要
綱
に
て
は
「
過
重
ナ
ル
地
方
税
負
捨
j
i
-
-
-
ノ
軽
減
ヲ
闘
リ
」

の
下
に
「
地
方
財
政
ノ
窮
乏
ニ
針
庭
ス
ル
潟
」
友
る
語
を
加
へ
た

の
み
。
之
は
減
牧
補
墳
の
範
園
を
讃
げ
、

又
支
那
事
費
に
伴
ふ

経
費
及
び
裁
入
の
減
牧
の
補
填
等
に
充
首
せ
し
む
る
こ
と
L
し

た
か
ら
で
あ
り
、
補
給
金
の
本
質
を
愛
ヘ
る
に
は
至
ら
左
い
。

汐見三郎、日本財政政策、 181頁以下。三好重夫、臨時地方財政補給金制度詳
解(地方行政、第45巻第9腕‘ '3頁、 29頁以下)歩照。汐見三点目、地方財政謝整
交付金制度(自治市J護布五十周年記念論文集、 637-64z1'TJ" 
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が
く
し
て
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
は
そ
の
目
的
に
お
い
て
一
商

的
な
る
も
の
で
あ
り
、

地
方
財
政
の
健
賓
な
る
発
展
の
た
め
に

は
、
更
に
進
ん
で
他
の
一
面
、
部
ち
地
方
行
政
府
動
の
充
賞
、

又
は
地
方
財
政
の
強
化
と
い
ふ
目
的
を
も
併
有
す
る
補
助
金
制

度
に
到
達
せ
ね
ば
友
ら
ぬ
。
而
し
て
首
局
者
も
亦
根
本
的
に
は

か
L

る
必
要
る
る
こ
と
を
認
め
て
ゐ
る
ゃ
う
で
あ
る
。
蓋
し
地

方
税
の
負
捨
は
銃
に
過
軍
と
な
っ
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
や
、
街
地

方
行
政
事
務
に
つ
い
て
は
地
方
的
に
相
首
の
差
等
あ
り
、
何
等

か
の
補
正
叉
は
援
助
が
ど
の
黙
に
加
へ
ら
れ
あ
忙
非
れ
ば
足
丸
一

ざ
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

今
、
特
定
目
的
の
諸
柿
助
金
と
一
般
財
政
補
助
金
た
る
地
方

財
政
補
給
金
と
を
簡
皐
に
比
較
し
、
新
制
度
た
る
後
者
が
地
方

牧
入
に
沿
い
て
如
何
友
る
重
要
さ
を
持
っ
か
を
見
ょ
う
。
特
定

目
的
の
補
助
金
中
主
要
な
も
の
を
事
げ
る
と
突
の
如
く
で
あ

る。
数
育
費
l
|
義
務
教
育
費
図
庫
下
渡
金
、
青
年
曲
学
校
費
補
助

金
等

土
木
費
|
|
道
路
、
港
湾
事
業
に
到
す
る
補
助
金
等

臨
時
地
方
財
政
補
給
金
の
一
考
察

衛
生
受
1
1
l
偉
染
病
議
防
費
補
助
金
等

役
場
費
1
1
i
各
種
統
計
調
査
費
補
助
令
等

枇
曾
事
業
費
1
1
i救
護
費
、
地
方
改
善
費
、
職
業
紹
介
所
費

補
助
金
等

こ
れ
ら
闘
庫
又
は
府
間
相
補
助
金
は
特
定
事
務
に
針
し
て
興
へ

ら
れ
、
補
助
金
の
金
額
も
概
ね
夫
々
の
経
費
に
割
し
一
定
割
合

を
以
て
定
め
ら
れ
る
。
唯
だ
義
務
毅
育
費
関
庫
下
渡
金
は
一
定

の
恭
準
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
る
が
、

例
外
と
し
て
貧
弱
町
村
に

一
般
的
補
助
を
興
へ
る
財
政
補
助
金
と
し
て
の
性
質
を
も
併
宥

し
て
ゐ
る
。
之
国
庫
下
渡
品
川
が
準
財
政
補
助
金
と
呼
ば
れ
る
所

以
で
あ
る
。
昭
和
十
一
一
年
度
に
於
け
る
刈
特
定
目
的
の
補
助
金

と
向
準
財
政
補
助
金
(
義
務
教
育
費
凶
庫
下
渡
金
)
と
仰
財
政
補
助

州
制
ナ
る
増
加
制
助
金
そ
認
め
‘
事
資
に
於
て
は
寧
ろ
ん
後
者
の
方

が
多
額
と
友
っ
て
ゐ
る

i

賄
よ
り
す
れ
ば
、
地
方
財
政
に
叫
劃
す
る

地
方
財
政
に
た
砂
る
重
要
性
は
注
H
K
値
ひ
す
る
乙
と
を
知

る
。
(
岡
積
及
び
府
豚
税
徴
牧
交
付
金
を
除

c。
草
伯
作
園
)

第
四
十
七
巻
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三好重夫、前掲。
汐見三郎、日本則政政策、 '79員。
市町村立尋常小畢校費臨時補刷会(昭，1'117---10"ド度)
せられた。
兵摩l際、昭和寸二年度市町村議算ー賢表、京都府、昭羽l十二年度町村財政概
要及び賃地調査による。

も亦貧弱町村に場加交附

)

)

)

 

/
h
U
7
'
Q
O
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臨
時
地
方
財
政
補
給
金
の
一
考
察

及府

村l際

兵

庫

騒

口

吉

川

村

榊

出

村

谷

外

村

口

大

屋

村

紳

柴

村

江

川

村

熊

次

村

越

知

谷

村

奥

谷

村

口

佐

津

村

室

漕

村

3

沼

島

村

京

都

府

宮

本

村

奥

謝

村

吉

美

村

有

路

上

村

小

野

郷

村

花

背

村
ふ叫
4

8
R
1
 

義
務
教
育

費
図
庫
下

疲
金
(
B
)

助及其
金府の

--:::1採他
二補図

三、一九八、六六一ニ、五一一百、〔ニ六

園
、
八
=
三
一
三
、
七
一
D

A

、
〔
)
己
{
)
三
、
=
一
回
一
}

黒

回

Z

一、九ココ
問、七口一

央
、

一

J

四、七己口

玉、==口
玉、口口一

内、回
G
E

七、一八八

肉、田口口
目、ロロ{]

九回九、九
D
E

回、九回会
=一、一五元一

=、六七回

皐、一品(〕己
ニ、五口一世

エ、固い古一品
=一、七三口

品
川
、
人
-
-
匂

回、四六口

、
百九
ー=ョ

一、回一宅

一五、ニ一一
回、屯回一

一、入一周
囲、一八五

一、回六一一己

四五一、一四七
一、回一豆

六、九豆一日三七五

回亘、口一幽八

、
三"-
ープミ

ニ金財F昌
三つ三政時
金よ絹地
d 総方

きるつ中補
割、二に助

三合のお金
7;; 止い糖、
% むて額

三、一一八八

一一、四七九

-一一、ベ九二

九、九九一

旬
、

2
2

町

二王、七
RAt-

八、室ニ

穴、{〕七ニ

豆、品回九

会

"" 

一二、八五一
九、
Z
-
且ニ

耳、{]四九

一、一六八、一百六

園、六回一
五、。一言

圏、主一回

ノ、
三E

Z

、九六ニ

'" "" 三三

Z

、ニ(〕九

三、口七八

回、王口八

一zr七
き
三五

三E: ::::' 

0 ・
正
直

2

E
2
・
二

一
-
E
C

四人・回八・ロ

三三

"、E. 
= 

回ニ・ロ

宝三
z . 
ごコ

車内・五
回八・口

回王・回
同一・九

吾一・七
麦・六

三五L

• プミ

コそ. 
3i. 

五口・九
回穴・

第
四
十
七
巻

五
九
四

第
四
披

四
国

東

大

浦

村

伊

根

村

下

字

川

村

目、入口九

、
三正
Cコ
コ可

玉、八六九

宍

園、
E
E
C

C'L 

完

七、四国九

玉
川

rz

回、=(〕己

七、七一回

国』八

，.て
ー. 

兵
庫
牒
に
於
て
は
市
町
村
財
政
の
補
助
金
収
入
中
、
特
定
目

的
補
助
金
は
二
九
・
七
%
、

義
務
毅
育
費
閣
庫
下
渡
金
は
一
ニ
七
・

五
%
た
る
に
針
し
、

地
方
財
政
情
給
金
は
一
二
二
・
六
鉱
山
ピ
占
め
、

京
都
府
に
於
て
は
附
者
が
た
々

む
る
に
針
し
、

後
者
l土
質

問
五

四
% 
』亡

達
す ιこ
るノJ
。II):/L 

!ち
-:r: 

4

〆
4

b

p

A

守

L

/

。、

日

.
1
1
0ノ

臨
時
地
方
財
政
補
給
金
は
他
の
補
助
金
と
異
り
、

そ
の
年
度

の
首
初
抽
出
算
に
は
計
上
す
る
と
と
を
詳
さ
れ
て
ゐ
友
い
。

昭
和
十
三
年
度
の
抽
出
算
に
沿
い
て
は
、
前
年
度
補
給
金
中
、
道

府
腕
財
政
補
給
金
の
交
付
に
伴
び
廃
止
し
た
る
雑
種
税
の
市
町

村
附
加
税
に
相
官
す
る
額
の
み
は
補
給
金
の
交
付
を
議
想
し
て

計
上
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
)
。

昭
和
十
一
年
度
の
臨
時
町
村

財
政
補
給
金
も
十
二
年
度
の
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
も
原
則
と

し
て
戸
数
割
そ
の
他
の
租
税
負
捲
の
較
減
に
禿
首
せ
ら
れ
た
が

一
旦
納
税
せ
し
め
た
る
税
額
の
一
部
を
後
に
還
付
し
た
の
で

b

る。

そ
れ
故
、
補
給
金
の
交
付
を
う
け
る
と
と
に
よ
っ
て
、
結

果
と
し
て
は
税
牧
入
が
そ
れ
だ
け
減
少
を
見
、
歳
入
総
額
は
増 日住

手者名郡室津村にして揖保郡室津村に非ず。
英閣における特定目的補助金 63.S~;、一般財政補助金 36 . 5~'; (1934年度)止封
比せよ。前掲拙稿、 93頁参照。

10) 



大
し
友
い
わ
け
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
役
外
牧
入
の
増
加
と
な
り
、

新
し
き
補
功
会
舘
系
の
委
展
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
市
町
村

財
政
に
と
っ
て
は
著
し
い
礎
化
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
於
て
他

の
補
助
金
と
の
比
較
を
試
み
た
次
第
で
あ
る
。

租
税
負
婚
軽
減
の
程
度

臨
時
地
方
財
政
補
給
金
は
内
務
省
地
方
局
案
の
地
方
財
政
調

整
交
付
金
2
は
性
質
を
異
に
し
、
専
ら
地
方
院
負
躍
の
軽
減
を

目
的
と
し
、
叉
地
方
行
政
事
務
の
港
行
比
針
し
て
輿
へ
内
れ
芯

特
定
目
的
の
補
助
金
と
も
異
る
。
後
者
は
結
局
そ
の
補
助
金
と

市
町
村
役
牧
入
の
一
部
に
よ
っ
て
或
る
事
務
又
は
事
業
が
寅
行

さ
れ
る
に
反
し
、
地
方
財
政
補
給
金
に
あ
っ
て
は
之
を
奥
へ
ら

れ
る
と
共
に
或
る
行
政
事
務
を
行
ふ
の
で
は
な
く
、
年
度
内
に

現
算
の
更
生
を
行
ひ
租
税
負
携
を
軽
減
す
る
こ
と
L
友
る
。
か

く
て
補
給
金
の
妓
果
を
論
宇
る
に
営
つ
て
は
)
之
に
よ
っ
て
各

村
の
地
方
枕
負
携
が
如
何
に
軽
減
さ
れ
た
か
を
見
ね
ば
な
ら

守
山
刷
。
昭
和
十
一
年
度
の
町
村
財
政
補
給
金
は
綿
額
二
千
寓
園
、

十
二
年
度
の
地
方
財
政
補
給
金
は
一
億
闘
で
る
る
が
、
兵
庫
懸

臨
時
地
方
財
政
楠
給
金
自
一
考
察

及
び
京
都
府
の
市
町
村
に
交
付
せ
ら
れ
た
る
額
及
び
租
枕
負
櫓

軽
減
そ
の
他
の
使
途
は
突
の
如
く
で
あ
か
o
(
車
位
園
)

f克

主主

総

額

戸

数

割

家

屋

涜

附

加

税

雑

種

枕

附

加

税

尊
常
小
皐
校
費

臨
時
補
助
金
喪
失

に

よ

る

快

陥

義

務

教

育

費

岡
刊
伝
下

C
H
E
A
P
A区

i

E

f

t

 

停

染

病

海

防

費

隔
離
病
舎
費
充
首

公

債

繰

上

償

還

総

額
戸
数
割
十
一
年
度

同

十

二

年

度

家
由
民
税
附
加
続

雑

種

挽

附

加

積

地
租
・
特
別
地
積

附
加
役
、
反
別
割

減

牧

補

填

間

基
本
財
産
積
戻

奥
丹
後
震
災
賛
金

繰

上

償

還

其

他

昭

和

十

一

年

度

昭

和

十

二

年

度

!
、
、
!
、
、
、
!
、
!
i
1
l
l
l
l
l
1
l
l
J
1
、
Jノj

f
!
J
l
l
l
l
l
l
l
J
l
/
l
I
/
l
1
J
l
i
、
l
i
、
l
i
1
l
l
i
!
l
l
j
l
l
!
t
i
、
/
1
l
l
j
l
l
l
l
l
l
l
!
j
1
j
l
J

一

般

特

別

一

般

特

別

補

給

金

補

給

金

補

給

金

補

給

金

兵

庫

婿

一口=一、
p

拍車一一四五、七ん六ニ、四四九、(}一=一一三三言、四日毛

穴
圏
、
コ
一
四
一
一
石
J

官官五一一、=一七昔、五一七一回口、六一
z

一
、
一
玉
主
一
一
弓
突
入
豆
、
美
己
一
八
人
、
主
一

一
、
一
口
ニ
入
=
宅
一
一
六
、
一
三
六
五
、
一
一
z

一二、-毛司

六、一
A
G

京
=豆、三()二

三四、九一一宍一=六

品
、
圃
明
白

4

、
四
七
ヘ

一、[〕口口

A
J
一也九

都
-一一回、八一一一園

芸コ一、八一昔

七、穴八七
一、八八八

一、王国也

九、=三回

占、八二五

=五、三八五

一両一、
E

六一

府一、{)七昔、一一口包

一、{〕一=一六、九一一一口

三九、六八六四九一一口口

九口、九九九

八回、六五一
穴、口四ん

呈口。

昭
和
十
一
年
度
の
町
村
財
政
補
給
金
は
一
般
補
給
金
よ
り
も

第
四
十
七
巻

主
九
五

第
四
披

一
四
五

府県高聴における費地調査による。
尋常小皐校費臨時間助金喪失による般的補棋を合む。

12) 
13) 



臨
時
地
方
財
政
補
給
金
の
一
考
察

特
別
補
給
金
多
〈
、
逆
に
十
二
年
度
白
地
方
財
政
補
給
食
は

般
柿
給
金
の
方
が
特
別
柿
給
金
よ
り
も
多
い
。
京
都
府
に
於
て

は
特
に
そ
の
差
が
著
し
い
。
然
し
何
れ
に
し
て
も
市
町
村
財
政

柿
給
金
は
上
表
に
明
か
た
る
如
く
、
戸
数
割
軽
減
の
た
め
に
最

も
多
額
を
充
首
し
、

一
般
仙
給
金
と
特
別
補
給
金
と
を
合
し
戸

数
制
削
の
縮
減
に
充
首
し
た
る
孤
は
兵
庫
燃
に
於
て
戸
数
割
線
刻

つ
羽
二
・
一
二

v
o
c
古
J
、
』
A
P
υ
-
4
:
ヘミ一』

1
、〆

J

j
〕

j

f
i
-
-
Z
I
P
-
-行
ド
方
v
L

炉ド
L
〈

E
E
C
ο
'
A
K

営
る
。
町
中

h

ノ
戸
数
割
は
営
初
の
半
額
近
く
に
軽
減
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
市
町
村
立
尋
常
小
皐
校
費
臨
時
制
助
金
は
昭
和
七
年
度

よ
り
十
年
度
迄
交
付
せ
ら
れ
、
財
政
困
難
の
市
町
村
に
特
に
多

く
輿
へ
ら
れ
て
ゐ
た
か
ら
、
之
が
廃
止
は
か
L
A

る
市
町
村
に
相

営
の
歳
入
依
陥
を
生
ぜ
し
め
る
。
之
昭
和
十
一
年
度
に
長
い
で

の
み
補
給
金
の
使
途
と
し
て
之
が
補
墳
を
認
め
た
る
所
以
で
あ

る
。
次
に
進
ん
で
各
町
村
別
に
、
兵
庫
鯨
友
び
京
都
府
に
於
て

標
準
的
と
認
め
ら
れ
る
農
村
・
養
輩
村
・
山
村
及
び
漁
村
の
若

干
に
つ
い
て
補
給
金
の
数
果
を
見
る
こ
と
ミ
す
る
が
、

そ
れ
に

先
立
ち
昭
和
十
二
年
度
の
市
町
村
財
政
梢
給
金
の
配
分
棋
準
を

簡
皐
に
説
明
し
た
い
。

第
凶
十
七
品
管

豆
九
六

第
四
銃

一
四
六

一
般
補
絵
金
付
課
税
力
に
依
る
配
分
=
一
千
二
百
五
十
高
圃
(
十

=
一
年
度
一
一
一
千
五
一
白
高
岡
)
〔
(
謡
辞
控
書
法

)
1
(一
時
処
罰
E
H
諒
3
製
お

は
ぱ

)

U

X

(
〉
己
)
を
標
準
と
し
て
按
分
ナ
る
。
+
訟
に
昨
日
詰
市
町
村
の
課

税
力
と
は
、
市
町
村
の
凶
税
額
及
び
道
府
牒
税
額
に
夫
・
4

附
加
税
制

限
率
を
莱
じ
た
る
も
町
ム
人
口
一
人
常
献
で
あ
り
、
標
準
課
和
カ
之

は
令
一
閥
一
市
町
村
の
よ
記
税
紅
に
夫
、
身
附
加
税
制
限
市
中
を
来
じ
た
る
も

の

s
人
口
一
人
常
ー
刊
を
県
準
一
'
と
し
て
二
国
五
十
銭
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

印
空
己
目
標
本
に
よ
り
探
枕
力
ヘ
財
政
力
〉
の
乏
し
苛
hu

の
に
多
〈
の

補
給
金
が
奥
へ
ら
れ
る
こ
と
ふ
な
る
。

作
戸
数
割
過
重
額
(
減
税
所
要
制
叫
に
依
る
配
分
三
千
五
百
寓
困

(
十
三
年
度
五
千
五
百
高
固
)
〔
(
誌
思
判
官
d
q
主
g
l博
噂
時
何
百
鮮
堂
)

1
4
・8〕
X
(
芹
犠
輝
)
を
標
準
と
し
て
按
分
す
る
。
七
困
と
は
従
っ

て
全
幽
戸
数
割
を
と
の
程
度
迄
引
き
下
げ
ん
と
ナ
る
標
準
額
と
見
る

べ
き
で
あ

ι3
こ
の
配
分
標
準
に
よ
っ
て
戸
数
割
の
過
重
な
る
市
町

村
に
多
〈
の
補
給
金
が
奥
へ
ら
れ
る
こ
と
ふ
な
る
。

ニ
、
特
別
補
給
金
主
百
寓
園
(
十
三
年
度
二
百
寓
固
)
各
種
目
特
別
事

情
を
掛
酌
し
て
配
分
す
る
。

、
一
般
補
給
金
に
つ
い
て
は
戸
数
割
の
負
捨
軽
減
が
主
目
的
で

あ
る
が
、
課
税
力
(
財
政
力
)
撃
か
た
る
町
村
去
ら
ば
一
戸
首
り

戸
数
割
額
が
大
で
あ
っ
て
も
、
管
質
的
に
は
負
捨
が
重
〈
感
ぜ

ら
れ
な
い
。
之
国
税
及
び
道
府
牒
税
(
に
制
限
卒
を
乗
じ
た
る

海草助成金主之に加算

之図

克租年期地段別割、御料林下賜金、闘有林野交付金、
する。
昭和十三年度補給金にあっては戸数割以外に他の:g)g官主考慮してゐる。
税改正等の新し吉事情に因る。
三好重夫、前稿、 81頁q

14) 

15) 

16) 



も九
U

)

即
は
比
較
的
財
政
か
を
公
平
に
反
映
ず
る
も
の
と
考
へ
、

付
の
標
準
を
川
の
標
準
と
併
用
し
た
の
で
る
る
。
川

然
し
乍
ら
こ
の
は
け
一
円
陀
よ
ワ
て
は
直
ち
に
各
町
村
の
配
分
額

を
算
定
す
る
こ
と
が
出
来
た
い
。
邸
中

h
J

金
岡
市
町
村
の
雨
標
準

を
集
計
し
た
る
上
、
そ
の
中
に
ゐ
い
て
営
該
市
町
村
の
占
む
る

割
合
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
或
は
首
該
町
村
の
一
川
叫
雨
標
準
に

乗
ポ
ぺ
き
按
分
率
が
算
出
さ
れ
れ
ば
之
を
乗
じ
て
賓
際
の
配
分

額
を
知
る
と
と
配
得
る
。
か
く
て
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昭
和
十
二
年
度
の
地
方
財
政
補
給
金
の
上
掲
各
村
交
付
額
と

之
に
よ
る
戸
数
割
万
戸
び
雑
種
税
附
加
校
の
軽
減
額
と
争
見
れ
ば

弐
表
の
如
〈
で
あ
る
。
〈
期
作
間
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昭
和
十
一
年
度
の
町
村
財
政
補
給
金
は
綿
額
二
千
高
閣
に
過

ぎ
な
か
っ
た
か
ら
、
農
村
及
び
養
箆
村
の
如
き
資
力
あ
る
と
と

る
に
て
は
一
般
補
給
金
を
受
け
て
ゐ
な
い
も
の
が
屡
々
あ
る
。

十
二
年
度
の
地
方
財
政
補
給
金
は
線
額
も
一
他
国
と
左
り
、
此

庭
に
掲
ぐ
る
程
度
の
村
は
何
れ
も
相
首
額
の
交
付
を
う
け
、
戸

数
割
負
擦
の
約
三

0
1
1六
五
%
の
軽
減
を
見
た
の
で
あ
る
。

一
般
に
戸
数
割
軽
減
率
は
農
村
に
小
、
山
村
及
び
漁
村
に
大
で

第
四
十
七
位
世

五
九
七

第
四
競

四
七

三好重夫、前掲、 66-69頁。
府l~語版ノ土ぴ各村における 1聖地調査による。
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臨
時
地
方
財
政
補
給
金
の
一
考
察

あ
り
、
養
題
材
は
そ
の
一
中
聞
に
位
す
る
。
し
か
も
山
村
・
漁
村

に
て
は
租
税
負
婚
の
極
め
て
大
な
る
部
分
が
戸
数
割
に
よ
っ
て

占
め
ら
れ
て
ゐ
る
事
賞
に
注
目
す
る
と
き
補
給
金
の
放
同
市
は
大

友
り
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
中
に
は
戸
数
割
一
世
帯
蛍
額
が
七

闘
未
満
と
な
れ
る
村
1

i
例
へ
ば
兵
庫
腕
川
島
村
(
六
圃
八
十

八
銭
)

の
如
奇
が
め
る
。
昭
和
十
二
年
度
前
給
食
に
よ
っ
て
戸

教
訓
一
世
帯
封
剥
が
七
回
米
湖
A
C
K
れ
る
村
は
兵
舟
燃
に
於
て

ケは
村ー
を般
見補
出給
す191金
。 に

よ
り
ノ、

ケ

村

特
jJlj 
補
給
金
U亡

よ
り
更
t亡

五

然
し
乍
ら
戸
数
割
負
捨
軽
減
の
割
合
は
戸
数
割
の
高
さ
に
必

之
二
つ
の
配
分
標
準
(
上
掲
イ
、

や
し
も
比
例
し
て
ゐ
た
い
。

と
が
設
け
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
。
例
へ
ば
京
都
府
裏
日
本
側

の
町
村
に
あ
っ
て
は
奥
丹
後
震
災
の
た
め
、
共
他
の
事
情
に
よ

り
戸
数
割
負
捨
は
犬
で
あ
る
が
、
縮
緬
織
物
業
一
な
ど
に
よ
り
相

営
の
課
税
力
を
有
し
て
ゐ
る
。
従
っ
て
前
掲
イ
の
標
準
に
よ
る

補
給
金
の
交
付
は
多
く
泣
い
の
で
あ
る
。
反
封
に
兵
庫
牒
裏
目

本
側
に
あ
る
町
村
は
屡
と
戸
数
割
負
捲
も
著
し
〈
高
ぐ
課
税
力

も
歓
乏
し
て
ゐ
る
た
め
補
給
金
の
多
い
も
の
が
あ
る
。
然
し
何

第
四
十
七
巻

第
四
披

四
1¥. 

五
九
八

れ
に
し
て
も
補
給
金
が
多
く
友
る
と
「
補
給
金
交
付
方
法
」
に
た

け
る
交
付
編
制
限
の
規
定
に
よ
っ
て
或
る
程
度
ま
で
減
額
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。

補
給
金
交
付
額
の
制
限
規
定
は
四
つ
あ
る
。
帥
ち
一
課
税
力

特
に
豊
か
た
る
市
町
村
、
又
は
四
補
給
金
特
に
少
額
一
志
る
市
町

村
に
は
一
般
心
情
給
金
は
交
付
さ
れ
た
い
。
二
補
給
金
が
課
税
力

け
れ
比
し
て
池
多
段
る
揚
合
、
邸
中
h
J

「
一
般
郁
給
金
ノ
配
分
額
ヲ

制
限
率
一
-
仲
間
リ
算
出
シ
一
グ
ル
園
税
附
加
税
及
道
府
腕
税
附
加
税

額
ト
宥
倣
シ
計
算
シ
タ
ル
揚
合
ニ
於
ケ
ル
営
該
市
町
村
ノ
課
枕

力
ガ
標
準
課
税
カ
ノ
二
倍
ヲ
超
ユ
ル
」
場
合
で
あ
っ
て
、

補
給
金
は
そ
の
限
度
迄
減
額
さ
れ
る

q

難
解
な
る
規
定
で
あ
る

が
、
そ
の
意
味
は
園
税
附
加
税
及
び
道
府
綴
附
加
税
額
に
夫
々

制
限
率
を
乗
じ
た
る
額
と
一
般
補
給
金
の
配
分
割
と
の
合
計
の

人
口
一
人
営
額
が
五
闘
そ
超
過
す
る
揚
合
、
そ
の
限
度
迄
減
額

す
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
日
制
給
金
が
減
税
所
要
程
度
に
比
し

過
多
左
る
揚
合
の
制
限
は
「
一
般
補
給
金
ノ
配
分
額
ト
制
限
率

一
依
リ
算
出
シ
グ
ル
園
税
附
加
税
及
道
府
間
柄
税
附
加
税
額
並

爾
飴
ノ
税
額
(
戸
数
割
ヲ
賦
課
ス
ル
町
村
一
で
在
リ
テ
ハ
一
世
帯 般

兵庫蘇臆における主主料による。19) 



平
均
三
園
五
十
銭
=
相
官
ス
ル
戸
数
割
税
額
)

ト
ノ
合
算
額
が

現
在
稔
綿
額
ヲ
超
ユ
ル
市
町
村
一
一
針
シ
テ
ハ
市
町
村
財
政
補
給

会
中
一
般
補
給
金
ハ
共
ノ
限
度
迄
減
額
シ
テ
之
ヲ
交
付
ス
」
と

あ
る
の
が
之
で
あ
る
。
京
都
府
茨
ぴ
丘
(
庵
燃
の
裏
臼
本
側
の
村

に
は
こ
の
規
定
の
遁
用
さ
れ
る
も
の
が
か
友
り
あ
る
。

四

戦
時
下
に
お
け
る
地
方
財
政
補
給
金

昭
和
十
一
年
度
に
始
め
て
臨
時
町
村
財
政
補
給
金
が
生
れ
、

十
二
年
度
に
は
一
依
同
の
金
額
を
以
て
踊
時
地
方
財
政
補
給
金

が
地
方
閣
慌
に
交
付
せ
ら
れ
た
。
後
者
は
前
者
り
孜
副
出
で
あ
る

が
、
本
質
的
に
用
者
は
同
一
の
も
の
で
る
る
。
財
政
補
助
金
、

邸
ち
一
般
地
方
財
政
に
封
ず
る
補
助
金
た
る
意
味
に
於
て
我
国

補
助
金
鰻
系
中
劃
期
的
左
制
度
と
い
は
友
け
れ
ば
な
ら
ね
。
然

し
乍
ら
と
の
補
助
金
の
目
的
と
す
る
と
と
ら
は
専
ら
地
方
舟
負

婚
の
鞍
減
で
あ
り
、
地
方
行
政
事
務
の
横
充
、
地
方
財
政
の
強

化
を
目
的
と
し
左
い
と
と
ろ
に
過
渡
的
性
質
を
認
め
ね
ば
友
ら

な
い
と
考
へ
る
。
而
し
て
地
方
税
負
婚
の
軽
減
に
闘
す
る
限
り

に
於
て
は
と
の
繍
助
金
は
相
営
の
効
果
を
事
げ
て
ゐ
る
乙
と
、

上
述
の
諸
統
計
の
一
不
ナ
如
く
で
あ
る
。

臨
時
地
方
財
政
補
給
金
由
一
考
察

地
方
財
政
の
行
詰
り
が
問
題
と
さ
れ
た
の
は
既
に
古
〈
、
穫

種
の
針
策
が
立
案
せ
ら
れ
、
議
舎
に
も
提
案
さ
れ
た
。
内
務
省

の
財
務
営
局
は
そ
の
根
本
原
因
を
研
究
し
、
岡
氏
経
済
の
務
展

せ
る
智
一
情
と
、
調
立
役
及
び
附
加
叫
叫
に
よ
る
地
方
税
剛
閥
系
と
が

相
容
れ
ざ
る
に
至
り
、
負
捨
の
過
重
と
不
公
平
と
を
招
く
に
至

っ
た
こ
去
を
知
っ
た
。
地
方
財
政
調
整
交
付
金
制
度
の
提
唱
が

行
は
れ
た
の
は
之
に
基
き
、
時
恰
も
経
済
界
の
不
況
が
農
村
に

痛
烈
な
る
打
撃
を
輿
へ
て
ね
た
明
和
六

η

七
年
頃
で
あ
っ
た
。

英
闘
の
財
政
附
助
金
た
る

C
3ヨ
仏
何
河
内

7
8同
日

ρ
h
d
D
門口
E
E
G
-
M

が
経
済
界
の
不
況
を
契
機
と
し
て
寅
現
さ
れ
た
こ
と
L
相
週
中

る
も
の
あ
る
は
興
味
が
深
い
。
臨
時
町
村
財
政
補
給
金
の
生
誕

を
見
た
の
は
漸
く
昭
和
十
一
年
、
折
か
ら
軍
需
産
業
及
び
輸
出

産
業
の
好
況
が
僅
か
乍
ら
農
村
に
も
好
影
響
を
及
ぼ
さ
ん
と
し

て
ゐ
た
の
で
る
る
。
然
る
に
昨
年
夏
、
支
那
事
費
勃
褒
以
来
の

農
山
漁
村
の
経
済
事
情
は
必
や
し
も
良
好
と
は
い
へ
友
い
。
一

方
地
方
圏
鰭
の
経
費
及
び
市
町
村
民
の
公
課
負
捨
は
相
営
の
増

大
を
示
し
て
ゐ
る
。
と
の
時
に
首
り
地
方
財
政
補
給
金
の
意
義

は
誠
に
大
怠
る
も
の
が
あ
る
と
同
時
に
、
出
来
得
べ
く
ん
ば
更

に
こ
の
制
度
の
繍
充
が
望
ま
し
い
。

第
四
十
七
巻

五
九
九

第
四
観

四
九

昭和十三年度補給金交付方法にはこ(7)!~\修正が施されてゐる。
Newcomer. ibirl.， p. r83・
この勤農山漁村における貴地調査D 結果による。
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